
  
 

 
 

 

 

（26）アーチェリー競技 
 

１ 期 日  ２０２５年８月１７日（日） 

８月１６日（土）受  付  12:30～16:00（ふれあいスポーツプラザ グランド） 

               代表者会議 12:00～13:00（ふれあいスポーツプラザ 会議室） 

               監督会議  13:00～13:30（同上） 

               用具検査  14:00～16:00（ふれあいスポーツプラザ グランド） 

               公式練習  14:30～16:00（同上） 

 

       ８月１７日（日）開 会 式   9:00～ 9:20 

               練  習   9:30～ 9:50 

               競  技   9:50～12:10 

               閉 会 式  13:10～14:10 

２ 会 場 

(1) 競技会会場 

群馬県立ふれあいスポーツプラザ グラウンド 

   〒379-2214 群馬県伊勢崎市下触町238-3 
   TEL  0270-62-9000（代表） 
 

(2) 監督会議会場 

群馬県立ふれあいスポーツプラザ 会議室 

〒379-2214 群馬県伊勢崎市下触町238-3   TEL 0270-62-9000（代表） 

 

３ 種別及び参加人員 

種 別 監 督 選 手 参加都県 小 計 合 計 本大会出場数 

成年男子  ３ ８ ３２ 

１２８ 

２ 

成年女子 ２～４ ３ ８ ３２ ２ 

少年男子  ３ ８ ３２ ４ 

少年女子  ３ ８ ３２ ４ 

 

４ 競技上の規程及び方法 

(1) 競技規程 

公益社団法人全日本アーチェリー連盟競技規則２０２４～２０２５年による。 

 (2) 競技方法 

ア ＷＡ７０ｍラウンド 



  
 

 
 

 

イ 各種別ともに３名の合計点数をもってチームの得点とし、本大会への代表都県を決定する場

合は、得点により順位をつけて上位からとする。 

ウ 各種別とも１標的同時２名の行射でAB・CDの２立ち制とする。 

エ 行射は1エンドに6射行射し、制限時間は3分とする。 

オ 得点の記録は同的競技者の相互で行う。その矢を所有する競技者の呼称に従って、同的の競

技者が記入を行い、その標的の他の競技者は、その呼称および記入を確認しなければならない。 

カ 競技は音響、視覚時間管理装置により進行するものとする。 

キ 競技運営、速報記録に関する異議申し立ては、監督を通じ競技本部へ申し出なければならな

い。 

  競技終了後、確認用成績を発表し、異議申し立ての時間を10分間設ける。異議申し立ての時

間については放送により指示するものとし、異議申し立ての時間後の異議は認めない。 

ク 本大会出場に係わる順位に同点が出た場合は、（公社）全日本アーチェリー連盟競技規則によ

るシュートオフを行い、順位を決定する。 

 

５ 参加資格、所属都県及び選手の年齢基準 

第79回国民体育大会関東ブロック大会総則８に定めるもののほか、次による。 

 

(1)  参加選手および監督は、本年度の（公社）全日本アーチェリー連盟に会員登録を完了し、選手

は「A･J･A･Fターゲットバッチ」の資格を取得している者でなければならない。 

監督は（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認アーチェリーコーチ

１、公認アーチェリーコーチ２，公認アーチェリーコーチ３，公認アーチェリーコーチ４のいず

れかの資格を有するものであること。 

(2) 各都県予選の結果、代表として選抜された競技者をもってチーム編成をしなければならない。 

 

(3) 少年種別に参加できる選手は、２０１０年４月２日から２０１１年４月１日までに生まれた中

学３年生を含む。 

 

６ 参加・宿泊申込み 

(1) 第79回国民体育大会関東ブロック大会総則、宿泊要項を熟読のうえ、参加者負担金を納入し、

宿泊申込書等は所定のWebページにアクセクし、必要事項を入力の上、申込期限までに手続きを

完了すること。なお、完了しない場合は、原則として大会への参加を認めない。 

 

(2)  群馬県アーチェリー協会事務局へ（公社）全日本アーチェリー連盟制定「国体・様式第1号」

｛国民スポーツ大会予選会(都県)成績報告書｝を添えて２０２５年７月１０日までに提出しなく

てはならない。 

(3)  宿泊業務取扱機関は、「株式会社JTB群馬支店」とする。 

(4) 参加申込締切後の選手の変更については、次による。 

参加申込締切後の選手の変更は、疾病、傷病等特別な場合のみ認める。その場合は所定の参   

加選手交代（変更）届に医師の診断書または証明書を添えた文書で変更の申し出を受け、審査の

うえ監督会議の議決により許可する。変更する場合には、監督会議の前日までに所定の文書を群

馬県実行委員会および群馬県アーチェリー協会事務局に提出するものとする。 

 

７ その他  

(1) 用具検査は、各種別監督立ち会いの下に、公式練習参加前に指定された時間内に受けること。 

 (2) 公式練習は、各都県のユニフォーム（予備等含む）で参加すること。 

(3) 災害等の予期せぬ理由により本大会が開催できなかった場合、関東アーチェリー連盟の取り決



  
 

 
 

 

めにより国民スポーツ大会代表チームを決定する。 


